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意見要旨 

1. 各国でマルチメディア放送の事業展開が順調でない理由の一つに ｢チャネル数が少な

いこと｣が挙げられているが､これは放送可能なチャンネル数ではなくて､実際に放

送されているチャンネル数 (番組数)のことではないか0 

2. 携帯端末向けマルチメディア放送は従来型の放送とは異なる新たなタイプのサービス

であり､資本規制その他上記の事項に関するHhghttollCh (緩やかな)"規制になじむ｡ 

3.海外で IDBTが採用されているのは (例 : ､主として固定テレビジョン向S - ブラジル)

け地上波放送に関する方式の話であり､携帯端末向けマルチメディア放送については､

技術中立性こそが利益をもたらすと考えるC 

4. ｢既に携帯電話端末向けに行われている情報配信サービスと関連したサービスとなる

ことを前提とすること｣は､厳格に要求すると新たな事業の新規性を阻害する可能性

がある｡ 

5. カバー率を考えるにあたっては､携帯端末向けマルチメディア放送は固定テレビジョ

ン用のデジタル地上波放送に比べ､屋内受信や移動中受信が要求されること､アンテ

ナの大きさに制約があることなど､ネットワーク･トポロジーが異なることを考慮す

べきである｡ 

6.SFNに課題があるからと言って直ちに MFNにするというのは短絡的であり､懇談会

で事業者が回答したように､各種技術的対応によって SFNは可能である｡ 

7.全国向け放送において SFNを確保することは､日本が競争環境促進､消費者の選択､

効率的な帯域管理等において､リーダーシップを発揮することを意味する0 

8. コンテンツの多様性は不可欠だが､萌芽期にあるダイナミックな市場においては､ソ

フト事業者の数に関して柔軟な原則を採用することが必要であると考える｡ 

9. どのような技術やコンテンツを活用するかは､基本的には市場の自由な選択に任され

るべきことであり､NHKのノウ-ク等の活用の促進に際しては､このような事業者の

自由が害されないように留意することが必要である｡ 

10.地方ブロック向け放送で採用された技術方式を全国向け放送でも採用すべきという考



え方は､VHIGH帯で行われる全国向け放送の技術方式の選択に不必要な制約を課し､

技術の選択の幅を不当に狭めることから不適切である｡ 

ll.携帯端末向けマルチメディア放送のビジネス環境は急速に進化しており､帯域が商用

化される 2011年の技術の在り様を現時点で予測することは時期尚早である｡



頁 行 意見の対象となる該当箇所 意 見 

6-7頁 6頁 :30-31行 第 1章 検討の基本的視点 マルチメディア放送が各国で開始されている状況につ 

7頁 : 1-12行 2 基本的考え方 いて､事業展開が順調でない理由の一つに｢チャネル数 

(3)諸外国の動向 が少ないこと Jが挙げられている qしかし､これは技術的に

ア 導入状況 放送可能なチャンネル敷ではなくて､実際に放送されてい

マルチメディア放送は .2005年に韓国で開始されて以降､イギリ るチャンネル敷く番組数 )のことであると FLOForumは理解

ス (注 1 )､ドイツ､イタ J7､フィンランド､米国等で開始され､フランス する ○そうであれば､趣旨の明確化のため､ rチャンネル

等においても準備が進んでいる ○ 数｣を｢放送されているチャンネル敷く番組数 )｣と明言己すべ
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7頁 仁 4-19行 第 1草 検討の基本的視点

2 基本的考え方

(3)諸外国の動向

イ 制度整備

フランス､ドイツ､韓国等では .マルチメディア放送について､基

的に地上放送に準じた形で制度を整備しており､サービスエリア

地上テレビジョン放送と同様にしているほか､外資規制､マスメデ

ア集中排除原則､番組規律等を設けるなど .｢放送｣としての制度

借を図っている ○また､フランス､ドイツにおいては免許の際にそ

放送についての一定の普及義務を課している ○

なお､米国においては非放速サ -ビスとして扱われている .

本

を

イ

整

の

欧州における携帯端末向けマルチメディア放送の法

制は統一されていないが ,多くの国は従来型の放送に

する法規制を踏袈している Cこれには､許認可を受ける

業主体の資本規制､放送内容やサ -ビスの提供に係る

制などがある C懇談会は､携帯端末向けマルチメディア

送が新たなタイプのサービスであることを念硯に､資本

制その他上音己の事項に関する〝lightt○uch(緩やかな )

制こそが利益をもたらすということを是非理解していただ

たい ,サ -ビスは､ユーザが購入しやすい価格で提供さ

るべきで､多元主義､文化的多様性､ユーザの需用によ

進化する可変性などを理念とすべきである ○ 

規 
関 

事

規

放

規

れ

き

り

(3)諸外国の動向

エ その他マルチメディア放送の技術方式については､これに関連する国

による世界レベルでの戦略的な普及活動が行われている .

例えば､ DV8 -H方式に ?いては､欧州 (EU)が域内における

パイルテレビの推奨規格とし (2008年 3月 ) .地上デジタルテレビジ

等

モ

ヨ

関する方式の話である cFLOForunlpは､携帯端末向け

ルチメディア放送については､技術中立性こそが利益をたらすと考える ○これは､携帯端末向けマルチメディア

送が動きの早いビジネス環境における新たなサービス

あり､インフラストラクチャー､携帯端末､コンテンツのあ

ゆる面において産業の新たな投資を必要とするためで

マ

も放

で

ら

あ



姫垂頭 

SDB-T方式を諸外国に普及させるた 

中心に展開しており､EE別こブラジルで探

用されている○(注)我が国においても､.めの活動を南米やアジアをqⅠ

ページなかほどの二つ目のフレットにおける.｢既に携

放送として制度化するかについては, 帯電話端末向けに行われている情報配信サービスと関連

章で見てきたとおり､ したサービスとなることを前提とすること｣は､意味が哩味

2011年頃におけるメディア環境､ で新規事業者に対する委縮効果を持つ可能性があるだけ

向け放送等に関する動向､ でなく､厳格に要求すると新たな事業の新規性を阻害する

事業者の考え方 可能性がある｡よって､｢尺別=携帯電話端末向けに行われ

ている情報配信サービス｣を｢既存の､または新たな革新

の視点を的確に反映させることが重要 的な携帯電話端末向け情報配信サービス｣と修正された

向性を定めた｡ い｡

言を前提とする｢放送｣の数は相当程度

前提とする携帯端末に向けた｢放送｣の

際には携帯電話端末が有力視されるこ


ナに行われている情報配信サービスと


前提とすること




16頁 :16-31行 

17頁 :1-2行

第3章 周波数の割当て 

1 サービスエリアにおける世帯カバー率

マルチメディア放送は､国民の携帯場末向けの新たな情報ニーズ

に応える放送であるため､基本的には､サービスエリアであまねく受

信できるようにすることが望ましい｡このことは.｢放送が国民に最大

限に普及されて､その効用をもたらすことを保障すること｣ (放送法第 

1条)という現行制度を前提として.｢放送用｣に周波数が割り当てら

れた趣旨にも資すると考えられる｡

他方､こうした要請を制度上確保することは､事業の円滑な立ち上


げの支障にもなりかねないことから.本懇談会では｢全国向け放送｣


への参入を検討している事業者 (マルチメディア放送企画 LLC合同


会社､メディアフロージャパン企画株式会社及びモバイルメディア企


画株式会社 )からヒアリングを行い,この点についての検討を進め


た｡ヒアリングの結果は､いずれの事業者においても､事業開始の 5


年後の段階で､｢現在の FMラジオの世帯カバー率 (約 90%)と同等


以上のカバー率を確保できる｣旨のものであった｡


これらを総合的. =勘案すれば､マルチメディァ放送については,従

来の地上放送と同様に(注 1)､より多くの国民にサービスが提供さ

れるよう､当該放送を行う事業者には､サーどよェリアにおいて｢あ

まねく受信｣できるように辞めることを求めることが適当ICある｡こう

した努力義務に加え､｢開始 5年後 rこ9 0%以上の世帯カバー率を実

現すること｣を､例えば､事業参入の際の条件にすること等により制

度的に確保することも考えられる(注2)｡

界h提

固定テレビジョン用のデジタル地上波放送と携帯端末

向けマルチメディア放送は､ネットワーク.トポE3ジーが異

なる｡具体的には､前者に比べ携帯端末では屋内受信や

移動中受信が要求されること､アンテナの大きさに制約が

あることなど.受信環境で顕著な差がある｡このような差

異のため､適切なカバー率を達成するためにネットワー

ク･トポロジーを適応させることが必要となる｡



互 釘

第3章 周波数の割当て 後半の｢しかし､ Nによっても FS .･日構築する必要があ

2 割当て周波数の検討 る｡｣は､懇談会で得られた緒論と異なるC懇談会は､各事

(1)複数のチャンネルの割当ての要否 業者が を用いて全国放送を行うことが可能であるとしNFs

ア ネットワークの構築方法 て解了している｡ Nに課題があるからと言って直ちに 

MFNにするというのは短絡的であり､事業者からの回答

Fs

(注2)SN( eF yN とは .)kteworrequenclng1-S
F
 隣接するサービス

Fエリアを単一のチャンネル (周波数)でカバーするネットワークをい のように､各種技術的対応によって SNは可能である｡よ

う｡マルチメディア放送の放送ネットワークの構築について,周波数 ってこの箇所を削除されたい.

Fを有効に利用にするためには､ Nとすることが効果的である｡ 全国向け放送において SNを確保することは､日本が 

Nは､マルチパス(遅延波)による妨害に強い OFDM変調方式を用 (オペレーター保護ではなく )競争環境促進､多元主義､多

いることにより .隣接する放送局間で.チャンネルを同一にして､放 様性､(キャパシティの向上という意味での)消費者の選

送ネットワークを構築することを可能にする｡サービスエリアにおけ 択､さらには(規制当局にとって必須である)効率的な帯域

FsFS

るすべての放送局について SF

れば､そのサービスエリアにおける放送は.単一チャンネルで可能と 点を是非銘記いただきたい｡

なる｡

Nによる放送ネットワークを構築でき 管理において､リーダーシップを発揮することとなるという

しかし､ 

による混信を防ぐためにデータを伝送する際に信号に付ける冗長部

分)の許容値を超えるマルチパスが発生する場合は.混信が発生す

ることから､当該混信をするエリアを放送エリア(放送が受信できる

エリア)とするためには､追加のチャンネルを含めたネットワーク (M 

FS Nによっても､ガードインターバル(マルチパスの発生

N(

カバーするネットワーク)を構築する必要がある｡

F eF yN 放送エリアを複数のチャンネルで:
ktewor
requenc
iltp
MLu



ロ 巨頭] 

27壷 19-29行 第 2章 制度の在り方

2 参入規律

コンテンツの多様性は不可欠だが､萌芽期にあるダ

ナミックな市場においては､ソフト事業者の数に蘭して柔 

イ 

30-3.1頁 30貢 : 26-36

31頁 : 1行 

行 第4章 制度の在り方

2 参入規律

(1)参入の枠組み (いわゆるハードとソフト )

エ NHKのノウハウ等の活用

どのような技術やコンテンツを活用するかは､市場の

由な選択に任されるべきであり､NHK以外にも､すぐれ

技術やコンテンツを持つ事業者のノウハウ等の活用が

持される .よって本項の末尾に以下を追加されたい .

白 

た 

期



あり､技術的にも新規性が強いものである｡このため.その普及･発

展を図るためには､魅力あるコンテンツの確保や置烏を含む技術的

な対応が重要となる｡こうした点で､NHKが有するコンテンツや技術

面等のノウハウを活用することも考えられる｡

具体的には.地域情報の伝連手段としての役割も担う｢地方ブロッ

ク向け放送｣について､コンテンツ流通促進､災害情報の確保､技術

面の観点から NHKが関わることや､｢全国向け放送｣について､例

えば､外国人向け放送の良質なコンテンツの供給源としての役割を

果たすこと等が考えられる｡

ただし､こうした枠組みを捉え､NHKが､例えば放送事業者として

より主体的な取組を行うことについては､NHKの放送メディア全体

に対する役割や受信料との関係等を踏まえつつ､その必要性につ

いて十分に検討を行うことが必要である｡ 

REJZ澗

本的には市場の自由な選択に任されるべきことであること

から､NHKのノウハウ等の活用の促進に際しては.このよ

うな事業者の自由が害されないように留意することが必要

である｡また同時に､NHKだけでなく､すぐれた技術やコン

テンツを持つ NHK 以外の事業者の技術･コンテンツ等の

積極的な活用が図られるべきである｡｣



第4章 制度の在り方 

3 事業規律 

(2)番組関係以外

工 端末の普及の施策

新たな放送であるマルチメディア放送が広く普及し､発展していく

ためには､対応する受信端末の普及が不可欠であるoマルチメ7 -.ィ

ア放送が｢携帯端末向け｣であることを踏まえれば､特に広く国民に

普及している携帯電話端末に受信機能が付加されることが強く期待

され､このほかにも､カーナビ､ pHS等の様々な情報端末に受信機

能が付加されたり､専用の受信端末が普及することが期待される｡

こうした｢端末の普及｣を実現するための手段としては､本サービス

への参入を希望している事業者の選定に当たり､受信端末の普及

のための施策を審査項目とする等､事業者による取組を促進させる

ような仕組みを検討することも考えられる｡

また､受信端末は一般に技術方式によって異なるものとなることか

ら､マルチメディア放送の受信端末の普及のためには､｢全国向け

放送｣､｢地方ブロック向け放送｣(｢新型コミュニティ放送｣を含む｡)

及びそれらの間で､同一の技術方式を用いることが効果的と考えら

れる｡

亡亘 :亘]

全国向け放送と地方ブロック向け放送に同一の技術方

式を用いることを要求することは､∨一川GH帯で行われる

全国向け放送の技術方式の選択に不必要な制約を課す

ことになり､不適切である｡また､事業者の選定にあたり

受信端末の普及のための施策を審査項目とすることは､

端末の普及のためには全国向け放送と地方ブロック向け

放送に同一の技術方式を用いるべきとの提言と併せ読む

と､｢地方ブロック向け放送で採用された技術方式を全国

向け放送でも採用すべき｣という緒論になるように読め､

技術の選択の幅を不当に狭めることから不適切である｡



42頁:29-35行

43真二 1-17行

第5章 技術方式の在り方 

1 基本的考え方 

(3)国内規格の統一の要否

イ r全国向け放送｣について 

r全国向け放送｣についても､受信端末の普及の確保の観点から

は､同一の技術方式が用いられることが望ましい｡

しかし､｢全国向け放送｣は､

･上記 (1)のように､これまでの放送とは異なる新たな放送として制

度化しようとするものであり､携帯電話端末が主たる受信端末と位

置づけられる等の特別な事情を有していること､

･仮に､事業者ごとに異なる技術方式で放送されても､サービスエリ

アは｢全国｣であるため､1の受信端末で受信できるサービスエリア

は制約されないこと (｢地方ブロック向け放送｣とは異なる)､

という側面がある｡

こうしたことを勘案すると､｢全国向け放送｣について､事業者から

複数の技術方式の規格化について希望が出された場合には､個々

の技術方式に関する利用者負担への影響が免許審査等の段階で

十分に勘案されることを前提に､様々なリスクを勘案した上で事業を

行おうとする事業者の選択の幅を拡大する観点から､基本的にはそ

れらのすべての技術方式を国内規格とすることを検討することが適

当である｡

他方､現在検討対象となっている技術方式 (汰)については､基本

的に技術的な優劣はなく､これにより実現できる放送に差はないと 

~狂 亘.

｢第2章 実現する放送｣で書かれているように､携帯端

末向けマルチメディア放送のビジネス環境は急速に進化

し､どの技術についても非常にダイナミックである｡このた

め､帯域が商用化される 2011年の技術プラットフォームの

在り様を現時点で予測することは時期尚早である｡
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考えられ､上記 (2)のとおり ,諸外国でも基本的に複数方式を導入

している例は少ない等の事情もある｡

こうしたことからすれば､棟数の技術方式が国内規格とされた場

合でも､受信端末の一層の普及による利用者利益の確保を考えれ

ば､今後のいずれかの段階で技術方式が統一されることが望ましい

と考えられることから､事業者においては､こうした点についての多

面的かつ十分な検討が求められる｡ 

(注) I 系､V - T DMB oiFOSDBIT D B H､ - 及び M daL
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